
補 正 項 目
(単位:千円)

No 事 業 名 予 算 額 説 明 所 管 課

１ 事業継続特別給付金 667,000 第３波で飲食の場が感染拡大の主な起点と 商工労働部

された影響により売上が減少した県内飲食事 ［中小企業課］

業者の事業継続を支援する給付金について、

より支援が行き渡るよう現行制度の要件を緩

和した給付金を追加

あわせて国から追加交付された新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（事

業者支援分）を活用し、感染の長期化の影響

により売上が減少した県内中小企業者等の事

業継続を支援する給付金を創設

（予算規模）

金額 4,000,000

６月補正計上額 3,333,000

９月補正計上額 667,000

１　飲食店等事業継続特別給付金

給付
対象

給付
要件

給付額 給付額

1,500万円未満 ５０万円 1,500万円未満 ４０万円

1,500万円以上2,000万円未満 ６５万円 1,500万円以上2,000万円未満 ５２万円

2,000万円以上2,500万円未満 ８０万円 2,000万円以上2,500万円未満 ６４万円

2,500万円以上3,000万円未満 ９０万円 2,500万円以上3,000万円未満 ７２万円

3,000万円以上3,500万円未満 １００万円 3,000万円以上3,500万円未満 ８０万円

3,500万円以上4,000万円未満 １１０万円 3,500万円以上4,000万円未満 ８８万円

4,000万円以上 １２０万円 4,000万円以上 ９６万円

２００万円 １６０万円

給付額

飲食店等事業継続特別給付金（現行）
　　　　　　　　　　【1,030,900千円】

飲食店等事業継続特別給付金（追加）
 　　　　　　　　　　【1,522,000千円】

「飲食店営業」及び「喫茶店営業」の許可を受けている店舗（ただしスーパーマーケット、コンビニエ
ンスストア、調理等を行う自動販売機は除く）

　直近期の総売上高（飲食店等営業以外も含めた総
売上高）が、その前期または前々期と比較して減
少、かつ次の①または②のいずれかを満たすこと
　①飲食店等営業に係る売上高が、直近期と
　　その前期または前々期を比較して30％以
　　上減少
　②飲食店等営業に係る売上高が、令和２年
　　12月から令和３年３月までの売上高の合
　　計と、前年同期間または前々年同期間の
　　売上高の合計を比較して50％以上減少

　直近期の総売上高（飲食店等営業以外も含めた総
売上高）が、その前期または前々期と比較して減
少、かつ次の①または②のいずれかを満たすこと
　①飲食店等営業に係る売上高が、直近期と
　　その前期または前々期を比較して20％以
　　上減少
　②飲食店等営業に係る売上高が、令和２年
　　12月から令和３年３月までの間の任意の
　　連続する２か月の売上高の合計と、前年
　　同期間または前々年同期間の売上高の合
　　計を比較して30％以上減少

年間の飲食店等営業に係る売上高

1
店
舗
あ
た
り

1事業者あたり上限

年間の飲食店等営業に係る売上高

1
店
舗
あ
た
り

1事業者あたり上限



(単位:千円)

No 事 業 名 予 算 額 説 明 所 管 課

２ 中小企業等事業継続特別給付金

【1,447,100千円】

［給付対象］

中小企業者等

［給付要件］

事業に係る売上高が、令和２年12月か

ら令和３年10月までの間の任意の連続す

る２か月の売上高の合計と、前年同期間

または前々年同期間の売上高の合計を比

較して30％以上減少

※ただし、売上高を比較した前年同期間

または前々年同期間の売上高の合計が

40万円に満たない者及び主な収入が事

業収入でない個人事業主を除く

［給付額］

40万円（１事業者あたり定額）

※創業後間もなく、前年または前々年の

売上高との比較ができない事業者は、

次の①または②で確認し規定額を支給

①令和２年12月から令和３年10月ま

での間の任意の連続する２か月の

売上高の合計と、支援機関等と作

成した事業計画の同期間の売上高

の合計を比較して30％以上減少

40万円

②令和２年12月から令和３年10月ま

での間の任意の連続する２か月の

売上高の合計と、それ以前の任意

の連続する２か月の売上高の合計

を比較して30％以上減少 10万円

※飲食店等事業継続特別給付金（現行）、

飲食店等事業継続特別給付金（追加）、

中小企業等事業継続特別給付金及び

島根県公共交通特別支援事業交付金は、

いずれも重複受給は不可



(単位:千円)

No 事 業 名 予 算 額 説 明 所 管 課

２ 県産米消費拡大キャ 103,350 新型コロナウイルス感染症の影響により需 農林水産部

ンペーン事業 要が落ち込んでいる県産米の消費拡大を促す ［農畜産課］

ため、ＪＡしまね等とともにキャンペーンを

実施

［事業内容（取組例）］

県産米５kg袋を６kgに増量 など

［事業規模］

増量分330トン

［事業実施主体］

県、ＪＡしまね等

［事業実施期間（キャンペーン期間）］

令和３年11月～令和４年３月

３ 飲食需要回復・拡大 165,000 新型コロナウイルス感染症の影響の長期化 商工労働部

支援事業 を踏まえ、県内の飲食需要を下支えするため、 ［しまねブラ

「ＧｏＴｏＥａｔキャンペーンしまね」食事 ンド推進課］

券の発行組数を増冊（15万組→30万組）

［特典内容］

額面7,000円分を5,000円で販売

※国1,000円、県1,000円

［発売期間］

10月1日～11月15日

［利用期間］

10月1日～12月15日

※今後の感染状況、国の「ＧｏＴｏＥａｔ

キャンペーン」や販売状況等により変更

の可能性あり



(単位:千円)

No 事 業 名 予 算 額 説 明 所 管 課

４ 新型コロナウイルス 100,000 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて 商工労働部

対応経営革新支援事 いる中小企業者等の収益力向上に向けた新た ［中小企業課］

業 な取組等を支援

９月中旬までの募集期間における申請件数

が想定を上回ったことから、予算額（新型コ

ロナウイルス感染症対策調整費により措置）

を増額

［対象要件］

次の要件のすべてを満たすもの

・新型コロナウイルス感染症の影響を

受けていること

・「経営革新計画」の承認を受けた事業

であること

［対象事業］

新分野進出、新技術・新商品開発、販

路開拓等による収益力向上の取組

［助成率］

［助成額］

上限:1,000万円、下限:100万円

（注）コロナ融資：新型コロナウイルス感染症対策資金、

新型コロナウイルス感染症対応資金、

セーフティネット資金（新型コロナ

対応枠）等

（注）小規模事業者：従業員5人以下（商業・サービス業）

従業員20人以下（製造業その他）

（予算規模）

金額 340,000

新型コロナ対策調整費 240,000

９月補正計上額 100,000

助成率

一般 １／３

コロナ融資
の利用者

１／２

一般 １／２

コロナ融資
の利用者

２／３

中小企業者等
(小規模事業者を除く)

小規模事業者


